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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公開番号】特開2009-108100(P2009-108100A)
【公開日】平成21年5月21日(2009.5.21)
【年通号数】公開・登録公報2009-020
【出願番号】特願2009-25420(P2009-25420)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  16/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/577    (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ  16/28    ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｄ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｎ
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｙ
   Ｇ０１Ｎ  33/577   　　　Ｂ
   Ｃ１２Ｎ   5/00    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月23日(2009.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１または配列番号２のアミノ酸残基１１４～アミノ酸残基１５０にまたがるＣｒ
ｉｐｔｏのシステインリッチドメインに含まれるエピトープと特異的に結合する、抗体。
【請求項２】
Ａ６．Ｃ１２．１１、Ａ８Ｇ３．５およびＡ６Ｆ８．６からなる群から選択されるハイブ
リドーマによって生成される抗体が結合するエピトープの群から選択されるエピトープと
結合する、抗体。
【請求項３】
Ｃｒｉｐｔｏと特異的に結合し、ＣｒｉｐｔｏとＡＬＫ４との間の相互作用を阻害する、
抗体。
【請求項４】
ハイブリドーマＡ６Ｃ１２．１１、Ａ６Ｆ８．６、Ａ７Ｈ１．１９、Ａ８Ｆ１．３０、Ａ
８Ｇ３．５、Ａ１９Ａ１０．３０、Ａ１０Ｂ２．１８、Ａ２Ｄ３．２３、Ａ７Ａ１０．２
９、Ａ９Ｇ９．９、Ａ１５Ｃ１２．１０、Ａ１５Ｅ４．１４、Ａ１７Ａ２．１６、Ａ１７
Ａ１２．２８、Ａ１７Ｇ１２．１、Ａ１７Ｈ６．１、Ａ１８Ｂ３．１１、Ｂ３Ｆ６．１７
、およびＢ１１Ｇ８．４によって生成される抗体が結合するエピトープの群から選択され
るエピトープと特異的に結合する、モノクローナル抗体。
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【請求項５】
前記抗体が、Ｆａｂフラグメント、Ｆａｂ’フラグメントおよびＦ（ａｂ）２フラグメン
トからなる群から選択される抗体フラグメントである、請求項１～４のいずれか１項に記
載の抗体。
【請求項６】
全長抗体である、請求項１～４のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項７】
単鎖抗体である、請求項１～４のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項８】
化学療法剤に結合されている、請求項１～７のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項９】
非結合化学療法剤と組み合わせて投与される、請求項１～７のいずれか１項に記載の抗体
。
【請求項１０】
前記化学療法剤が、腫瘍活性化プロドラッグ、放射性核種および毒素からなる群から選択
される、請求項８または９に記載の抗体。
【請求項１１】
前記薬剤がメイタンシノイドである、請求項１０に記載の抗体。
【請求項１２】
前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項１３】
前記抗体がヒト化抗体である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項１４】
前記抗体がヒト抗体である、請求項１～１３のいずれか１項に記載の抗体。
【請求項１５】
請求項１～７および１０～１４のいずれかに記載の抗体の少なくとも１つと、キャリアと
を含む、薬学的組成物。
【請求項１６】
前記抗体が化学療法剤に結合されている、請求項１５に記載の薬学的組成物。
【請求項１７】
さらに非結合化学療法剤を含む、請求項１５に記載の薬学的組成物。
【請求項１８】
メイタンシノイドに結合された、配列番号１もしくは２のアミノ酸残基１１４～アミノ酸
残基１５０にまたがるＣｒｉｐｔｏのシステインリッチドメインに含まれるエピトープと
特異的に結合する、抗体またはそのフラグメントを含む、薬学的組成物。
【請求項１９】
インビトロまたはインビボの腫瘍増殖を減少させるための、請求項１～１４のいずれか１
項に記載の抗体、または、請求項１５～１８のいずれか１項に記載の組成物の使用。
【請求項２０】
前記腫瘍細胞が、乳房腫瘍細胞、精巣腫瘍細胞、結腸腫瘍細胞、肺腫瘍細胞、卵巣腫瘍細
胞、膀胱腫瘍細胞、子宮腫瘍細胞、子宮頸腫瘍細胞、膵臓腫瘍細胞、および胃腫瘍細胞か
らなる群から選択される、請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
所望でない細胞増殖の処置のための、請求項１～１４のいずれか１項に記載の抗体、また
は、請求項１５～１８のいずれか１項に記載の組成物の使用。
【請求項２２】
サンプルに請求項１～１４のいずれか１項に記載の抗体、または、請求項１５～１８のい
ずれか１項に記載の組成物を添加する工程を含む、サンプル中でのインビトロの腫瘍細胞
の増殖を調節する方法。
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